
 

 

令和６年４月 
大阪都市計画局 

 

令和６年度 大阪都市計画局建設工事請負契約に係る 

入札・契約制度について 
 
 令和６年４月１日以降に公告する案件において、大阪都市計画局が採用する建設工事の

請負契約に係る入札・契約制度は、以下のとおりとする。 
①  随意契約を除き、原則として電子入札による条件付一般競争入札とする。このうち、

技術力を必要とする工事等については、総合評価落札方式又は条件付一般競争入札

（実績申告型）を採用することができる。 
ただし、早期に対応する必要のある工事については、紙入札による条件付一般競争

入札（事前審査型）とすることができる。 
②  予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む価格をいう。以下同じ。）が２７．２

億円以上の工事については国際競争入札とする。 
③  単価契約による発注工事は、条件付一般競争入札若しくは通常指名競争入札とする。 
④  予定価格が９千万円以上の工事については、原則として、入札参加者に特定建設業

許可を求め、配置技術者として専任の監理技術者（入札参加申請時点において直接的

な雇用関係を有しており、その雇用期間が３ヶ月以上である者に限る。）を配置でき

ることを入札参加条件として求めるものとする。ただし、建築一式工事については１

億円以上とする。 
また、予定価格が上記に記載する金額未満の工事の発注についても、その工事内容

に応じて、発注者の判断により、入札参加者に特定建設業許可及び上記の専任の監理

技術者の配置を入札参加条件として求めることができる。 
⑤  令和５年度中に完成検査を受けた都市整備部、大阪港湾局（計画整備部計画課計画

調整担当、同部振興課利用促進担当及び泉州港湾・海岸部）及び大阪都市計画局発注

工事で、６４点以下の工事成績点を取得していない者であること（経常建設共同企業

体及び特定建設工事共同企業体として受注した工事も含む。）。なお、官公需適格組合

にあっては、当該組合及びすべての組合員について、経常建設共同企業体及び特定建

設工事共同企業体にあっては、すべての構成員について、当該要件を満たす者である

こと。 
 
 

 
 



 

 

(土木一式工事) 
(1) 予定価格が２千万円未満の土木一式工事の発注については、随意契約を除き、原則と

して土木一式工事Ｄ等級に属する建設業者（府内業者（大阪府内に建設業法上の主たる

営業所を有する者をいう。以下同じ。）に限る。）を対象とする。 

(2) 予定価格が２千万円以上で９千万円未満の土木一式工事の発注については、随意契約

を除き、原則として土木一式工事Ｃ等級に属する建設業者（府内業者に限る。）を対象と

する。 

(3) 予定価格が９千万円以上で３．５億円未満の土木一式工事の発注については、随意契

約を除き、原則として土木一式工事Ｂ等級に属する建設業者（特殊工事を除き、府内業

者に限る。）を対象とする。 

(4) 予定価格が３．５億円以上で９億円未満の土木一式工事の発注については、随意契約

を除き、原則として土木一式工事Ａ等級に属する建設業者（特殊工事を除き、府内業者

に限る。）を対象とする。 

(5) 予定価格が９億円以上で１３．５億円未満の土木一式工事の発注については、随意契

約を除き、原則として土木一式工事Ａ等級に属する建設業者と土木一式工事Ｂ等級に属

する建設業者の二者で構成される特定建設工事共同企業体を対象とする。なお、土木一

式工事Ｂ等級に属する建設業者は府内業者でなければならない。 

(6) 予定価格が１３．５億円以上で２７．２億円未満の土木一式工事の発注については、

随意契約を除き、原則として土木一式工事ＡＡ等級に属する建設業者と土木一式工事Ａ

等級に属する建設業者の二者、土木一式工事Ａ等級に属する建設業者の二者で構成され

る特定建設工事共同企業体及び土木一式工事ＡＡ等級に属する建設業者(単体)を対象と
する。 

  なお、特定建設工事共同企業体の場合、二者のうち一者以上は府内業者でなければな

らない。 
(7) 条件付一般競争入札（事前審査型）による土木一式工事の発注については、上記の予

定価格による等級の基準によらず、案件に応じて、発注者の判断により対象とする建設

業者の等級を定めることができる。 
 

(建築一式工事) 

(1) 予定価格が５千万円未満の建築一式工事の発注については、随意契約を除き、原則と

して建築一式工事Ｄ等級に属する建設業者（府内業者に限る。）を対象とする。 

(2) 予定価格が５千万円以上で１．８億円未満の建築一式工事の発注については、随意契

約を除き、原則として建築一式工事Ｃ等級に属する建設業者（府内業者に限る。）を対象

とする。 

(3) 予定価格が１．８億円以上で６億円未満の建築一式工事の発注については、随意契約

を除き、原則として建築一式工事Ｂ等級に属する建設業者（府内業者に限る。）を対象と

する。 



 

 

(専門工事) 

(1) 専門工事は、次表の工事種別をいう。 

杭工事(既製杭、場所打ち杭) 塗装工事(改修工事に限る。) 
電波障害対策工事、テレ

ビ共聴設備工事 

撤去工事(階上解体除く) アスベスト対策工事 電気通信工事 

造園工事 消防施設工事 昇降機設備工事 

防水工事(改修工事に限る。) 浴槽設備工事  

 

(2) 専門工事に入札参加可能な企業形態は、単体企業及び組合（杭工事、昇降機設備工事 

  を除く。）とする。 

 

(3) 工事に入札参加する者は、工事金額及び工事種別に応じ、次表のとおりの建設業の 

許可を有するものとする。 

 

工事種別(工事内容） 

工事金額(税込み) 

特定建設業又は 

一般建設業の許可 
特定建設業の許可 

(1) アスベスト対策工事 1億円未満 1億円以上 

(2) 

杭工事(既製杭、場所打ち杭) 

撤去工事(階上解体除く) 

造園工事 

防水工事(改修工事に限る。) 

塗装工事(改修工事に限る。) 

9千万円未満 9千万円以上 

(3) 

浴槽設備工事 

電波障害対策工事 

テレビ共聴設備工事 

電気通信工事 

消防施設工事 

1億 3千万円未満 1億 3千万円以上 

(4) 昇降機設備工事 全て  

 

(4) 専門工事の入札に参加可能な者の営業所の所在地は、大阪府内全域とする。ただ 

し、撤去工事は、案件ごとに設定する。 

 

(5) 専門工事（昇降機設備工事は除く）における工事金額に応じた区分評点は、次表のとお

りとする。  

 

 



 

 

   区分評点 

工事金額(税込み) 
８４０点以上 

８４０点未満 

７６０点以上 

７６０点未満 

６９０点以上 
６９０点未満 

1億 5千万円以上 ○    

1億 5千万円未満 ○ ○   

7千万円未満 ○ ○ ○  

3千万円未満 ○ ○ ○ ○ 

※区分評点 ①府内業者は、経営事項審査総合評定値に１００点を加算したものとする。組合の場

合は、全ての組合員が府内業者であること。 

②府外業者は、経営事項審査総合評定値とする。 

 

（交通安全施設工事（構造物）） 

(1) 予定価格が１千万円未満の交通安全施設工事（構造物）の発注については、とび・土

工・コンクリート工事の総合点数を有する建設業者（府内業者に限る。）を対象とする。 

(2) 予定価格が１千万円以上の交通安全施設工事（構造物）の発注については、とび・土

工・コンクリート工事の総合点数を有する建設業者を対象とする。 

(3) (1)及び(2)にかかわらず、予定価格が１千万円以上の防音壁工事の発注については、

随意契約を除き、原則としてとび・土工・コンクリート工事の総合点数８００点以上（府

内業者にあっては７００点以上）の建設業者を対象とし、予定価格が１千万円未満の防

音壁工事の発注については、随意契約を除き、とび・土工・コンクリート工事の総合点

数７００点以上（府内業者に限る。）の建設業者を対象とする。 


